
柏 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金 交 付 要 綱  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 制 定  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 支 援 専 門 員 の 離 職 を 防 止 し 、 業 務 継 続

に 係 る 意 欲 向 上 を 図 る と と も に 、 安 定 し た 質 の 高 い 介 護 サ ー ビ

ス の 提 供 を 確 保 す る た め 、介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金（ 以 下「 支

援 金 」 と い う 。） を 交 付 す る こ と に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金

等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 使 用 す る 用 語 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成

９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

（ 支 援 対 象 者 ）  

第 ３ 条  支 援 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴   介 護 支 援 専 門 員 の 資 格 を 有 し 、 市 内 の 指 定 居 宅 介 護 支 援 事

業 所 に お い て 、 現 に 介 護 支 援 専 門 員 と し て の 業 務 に 従 事 す る

者 又 は 市 内 の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に お い て 、 現 に 指 定 介 護

予 防 支 援 若 し く は 第 一 号 介 護 予 防 支 援 事 業 の 業 務 に 従 事 す る

者  

⑵   介 護 支 援 専 門 員 の 更 新 研 修 の 課 程 を 修 了 し 、 介 護 支 援 専 門

員 証 の 有 効 期 間 の 更 新 を 受 け た 者  

⑶   居 住 地 の 市 町 村 税 に 滞 納 が な い 者  

（ 支 援 金 の 額 、 回 数 及 び 交 付 時 期 ）  

第 ４ 条  支 援 金 の 交 付 額 は 、 ５ 万 円 と す る 。  

２  支 援 金 の 交 付 回 数 は 、介 護 支 援 専 門 員 証 の 有 効 期 間 内 に つ き 、

１ 人 １ 回 を 限 度 と し 、 交 付 決 定 の 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に

交 付 す る も の と す る 。  



（ 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  支 援 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い

う 。 ） は 、 更 新 後 の 介 護 支 援 専 門 員 証 の 交 付 年 月 日 （ 以 下 こ の

条 に お い て 「 交 付 日 」 と い う 。 ） か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 又 は

交 付 日 が 属 す る 年 度 の ３ 月 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 柏 崎 市

介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 必

要 な 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 援 金 交 付 の 決 定 等 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係

る 書 類 の 審 査 を 行 い 、 速 や か に 支 援 金 の 交 付 の 可 否 を 決 定 し 、

交 付 す る 場 合 に あ っ て は 柏 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金 交 付

決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 交 付 し な い 場 合 に あ っ

て は 柏 崎 市 介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別 記

第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 へ 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 決 定 の 取 消 し ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定 者 」 と

い う 。 ） が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め た と き は 、 交

付 決 定 の 全 部 を 取 り 消 す も の と す る 。  

⑴   虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 支 援 金 の 交 付 決 定 を 受 け た と

き 。  

⑵   前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 不 適 当 と 認 め る 事 由 が 生

じ た と き 。  

 （ 支 援 金 の 返 還 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 支 援 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し

た 場 合 に お い て 、 既 に 支 援 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 柏 崎 市

介 護 支 援 専 門 員 定 着 支 援 金 返 還 命 令 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ

り 支 援 金 の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 、 既 に 交 付 し た 支 援 金 の 全 部 の 返 還 命 令 を

受 け た 者 は 、 指 定 さ れ た 期 日 ま で に 支 援 金 を 返 還 し な け れ ば な



ら な い 。  

（ 委 任 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。

た だ し 、 支 援 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ １ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま

で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  


